
47 ( 100% ) 20 ( 100% ) 565 ( 73% ) 21 ( 91% ) 226 ( 30% ) 24 ( 13% ) 903 ( 51% )

1.多文化共生に関する指
針・計画を単独で策定して
いる

19 ( 40% ) 9 ( 45% ) 91 ( 12% ) 8 ( 35% ) 2 ( 0% ) 0 ( 0% ) 129 ( 7% )

2.国際化施策一般に関す
る指針・計画の中で、多文
化共生施策を含めている

18 ( 38% ) 8 ( 40% ) 53 ( 7% ) 2 ( 9% ) 8 ( 1% ) 0 ( 0% ) 89 ( 5% )

3.総合計画の中で、多文化
共生施策を含めている 10 ( 21% ) 3 ( 15% ) 421 ( 55% ) 11 ( 48% ) 216 ( 29% ) 24 ( 13% ) 685 ( 38% )

0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 207 ( 27% ) 2 ( 9% ) 517 ( 70% ) 159 ( 87% ) 885 ( 49% )

4.策定していないが、今後
策定の予定がある 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 35 ( 5% ) 2 ( 9% ) 21 ( 3% ) 4 ( 2% ) 62 ( 3% )

5.策定しておらず、今後策
定の予定もない 0 ( 0% ) 0 ( 0% ) 172 ( 22% ) 0 ( 0% ) 496 ( 67% ) 155 ( 85% ) 823 ( 46% )

47 ( 100% ) 20 ( 100% ) 772 ( 100% ) 23 ( 100% ) 743 ( 100% ) 183 ( 100% ) 1788 ( 100% )

(注)令和３年４月総務省自治行政局国際室調査による。（令和３年４月１日現在）

(注)回答率１００％

策定している

策定していない

計

多文化共生の推進に係る指針・計画の策定状況
（団体数、％）

回答 都道府県 指定都市
市

（指定都市除く）
区 町 村 計




